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様式１－２

文書履歴

特定施設等保安検査マニュアル（コールドエバポレータ用）［機－７０２０５］

改訂 施行 改 訂 等 の 内 容

コード 年月日

－０ 1998.6.25 制定

－１ 2000.4.1 ①別表１の修正

②別表２の手数料額の改正

－２ 2000.4.1 ①「適用範囲」中のＣＥの定義を改正

②様式４の保安検査受検工程表を削除

③別表４保安検査確認表（コンビ則適用）追加

④様式６保安検査結果記録（コンビ則適用ＣＥ用）追加

－３ 2004.3.29 ①支部住所等の変更に伴う改正

②銀行名等の変更に伴う改正

－４ 2005.3.1 標準処理期間を明示

－５ 2005.10.1 保安検査の方法を告示で示された「保安検査基準」KHKS 0850-1及
び 0850-3(2005)に整合

－６ 2005.10.1 保安検査の方法を省令の別表に整合

－７ 2006.1.4 別表１ １「保安検査業務を行う協会事務所」欄の機器検査事業部に

係る振込銀行をＵＦＪ銀行から三菱東京ＵＦＪ銀行に改正

－８ 2006.9.1 別表２の検査事務所の住所表示の訂正

－９ 2008.3.31 ①別表１中、四国支部の住所等を改正

②別表２中、新潟県ＣＥ検査事務所の住所表示の訂正

－１０ 2008.12.5 別表２中、秋田県ＣＥ検査事務所の住所表示の訂正

－１１ 2009.4.1 別表２ CE保安点検等を行う協会 CE検査事務所一覧表の訂正
2009.4.6 別表１中、機器検査事業部の住所表示の改正

－１２ 2010.9.27 別表１中、東北支部の住所表示の改正

－１３ 2014.6.1 ①別表 1から所在地及び振込口座を削除し、担当地域を追加
②別表 2から所在地等及び連絡先を削除
③別表 1及び別表 2に所在地等はホームページを参照する旨を追記

－１４ 2017.4.1 一般高圧ガス保安規則等の改正に伴う、様式１、２、９から１２ま

での改正

－１５ 2018.4.1 ①手数料の支払い方法について明確化

②事務所一覧表から、九州支部を削除



－１６ 2019.7.1 ①都道府県から指定都市への権限委譲に対応するため本文及び様式

に係る都道府県を都道府県等に改正

②様式中の日本工業規格を日本産業規格に改正

③様式中の平成を（元号）に改正

－１７ 2019.9.1 一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の改正に伴う様

式５、様式６の番号１１及び様式７、様式８の番号１６の改正

－１８ 2020.11.10 一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の改正に伴う様
式５から様式８までに記載の目視を目視又はこれらに類する方法に

改正

－１９ 2021.4.1 一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の改正に伴う様

式 1及び様式 2に係る代表者の押印を削除
－２０ 2021.8.2 様式 13の代表者氏名に係る印を削除
－２１ 2022.4.1 事業所一覧表の実施事務所名の変更

（機器検査事業部門への変更）

－２２ 2026.4.1 事務所一覧表から、廃止支部（北海道、東北及び四国支部）を削除

し、北海道及び東北支部の担当地域を機器検査事業部門、四国支部

の担当地域を近畿支部に変更
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特定施設等保安検査マニュアル

（コ－ルドエバポレ－タ用）
［機－７０２０５－２２］

１ 適用範囲

このマニュアルは、高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）が高圧ガス保安法（以

下「法」という。）第35条第1項ただし書に規定する特定施設のうち、一般高圧ガス保安

規則（以下「一般則」という。）第６条の２本文及びコンビナート等保安規則（以下「コ

ンビ則」という。）第５条の２本文に規定するコールドエバポレータ（以下「一般ＣＥ」

という。）並びに一般則第６条の２ただし書き及びコンビ則第５条の２ただし書きに規定

するコールドエバポレータ（以下「距離短縮型ＣＥ」という。）（以下これらを総称して

「ＣＥ」という。）の保安検査業務に適用する。

２ 申請

２.１ 保安検査受検連絡表の通知

協会は、協会が実施する保安検査を受けようとする者（以下「申請者」という。）に対

して、あらかじめ保安検査の受検を連絡する。

２.２ 申請手続き

申請者は、一般則に該当するＣＥにあっては様式１の保安検査申請書正副各１通、コン

ビ則に該当するＣＥにあっては様式２の保安検査申請書正副各１通に、様式３の保安検査

事前連絡表を添えて、保安検査の受検の連絡先である別表１の事務所又は別表２のＣＥ検

査事務所（以下「事務所」という。）に申請するものとする。

２.３ 申請手数料

申請者は、別に定める申請手数料を次のいずれかの方法により保安検査証の引き渡し前

までに支払うものとする。なお、事務所は、正当な理由がある場合を除き手数料を返金し

ない。

（１）申請前に別に指定する手数料の振込口座に払い込む。この場合、払い込まれたこと

を証する書面の写を申請書に添付する。

（２）申請時に現金又は小切手により直接納付する。

（３）事務所が発行する請求書により現金又は小切手により直接納付する。

（４）事務所が発行する請求書により振込口座に払い込む。この場合、払い込まれたこと

を証する書面の写しを事務所にＦＡＸ等により提出する。

機 -70205-22
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３ 保安検査のための事前準備

保安検査のための事前準備は、次による。

（１）事務所は、提出された保安検査事前連絡表に基づき､保安検査の実施日を決定する｡

（２）事務所は、保安検査実施前に必要に応じて申請者と検査内容等について事前打合せ

を行う。

（３）申請者は、保安検査の受検にあたって、次に掲げる書類を用意するものとする。

① フロ－シ－ト

② 製造設備を表す図面

③ 製造施設を含む付近の配置図

④ 保安管理組織図

⑤ 高圧ガス製造許可申請書

⑥ 高圧ガス製造施設等変更許可申請書及び許可書

⑦ 製造施設完成検査証

⑧ 高圧ガス製造施設軽微変更届書

⑨ 設備台帳

⑩ 定期自主点検記録

⑪ 日常点検記録書

⑫ 液化ガス受入点検記録

⑬ その他保安検査の参考になる書類等

４ 保安検査の実施

４.１ 保安検査の方法及び内容

保安検査の方法及び内容は、次に定めるところによる。

（１）保安検査は、申請者の事業所において行う。

（２）事務所は、保安検査実施に際して、申請者と申請に係る特定施設の現状、受検体制、

検査中の安全対策等について事前打合せを行い、その後に当該特定施設に対する保安

検査を行う。

（３）保安検査は、一般則別表第３第２項及びコンビ則別表第４第２項に基づき、申請に

係る特定施設が法第８条第１号の技術上の基準（以下「保安法基準」という。）及び

第３号に適合しているか否かについて行う。

４.２ 技術基準に適合しない場合の措置

４.１において、特定施設が技術上の基準に適合しないことが判明した場合の措置は、

次による。

（１）事務所は、様式４の保安検査結果改善指示書により技術基準に適合しない内容を

記載し、その内容を申請者に通知する。

（２）申請者は、指摘された技術基準に適合しない内容に対して何時までに是正措置を

図るかを決定し、事務所にその旨連絡するものとする。
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（３）事務所は、申請者が採った是正措置内容が技術基準に適合することを書類及び必

要に応じて申請者の事業所で確認する。

５ 保安検査記録の作成

事務所は、保安検査を実施した場合、その検査結果を、一般則適用の一般ＣＥにあって

は様式５、一般則適用の距離短縮型ＣＥにあっては様式６、コンビ則適用の一般ＣＥにあ

っては様式７、コンビ則適用の距離短縮型ＣＥにあっては様式８の保安検査結果記録にと

りまとめ、その写しを申請者に通知する。

６ 保安検査結果の報告

事務所は、法第35条第3項の規定に基づき、５の保安検査結果記録の写しを添えて、一

般則適用のＣＥにあっては様式９、コンビ則適用のＣＥにあっては様式１０の保安検査結

果報告書を申請事業所を管轄する都道府県知事（申請事業所が指定都市の区域内にある場

合であって、申請事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令第22条に規定する事務に該当

しない場合にあっては申請事業所を管轄する指定都市の長。以下「都道府県等」という。）

に提出する。

７ 保安検査証の交付

事務所は、申請に係る特定施設が技術基準に適合していると認めたとき、一般則適用の

ＣＥにあっては様式１１、コンビ則適用のＣＥにあっては様式１２の保安検査証を交付す

る。

８ 保安検査証の再交付

事務所は、当該事務所が交付した保安検査証の交付を受けた者がこれを汚し、損じ又は

失った場合において、当該交付を受けている者の申請に基づき、その再交付を行う。再交

付の申請手続きは、次に定めるところによる。

（１）保安検査証の再交付を受けようとする者（以下「再交付申請者」という。）は、様

式１３の再交付申請書に別に定める手数料を添えて保安検査証を交付した事務所に申

請するものとする。

（２）事務所は、再交付申請の内容が確認できたときは、再交付申請者に当該申請に係る

特定施設の保安検査証の再交付を行う。

９ 標準処理期間

保安検査証の交付までの標準処理期間は、現地検査日より起算して１４日以内とする。

ただし、標準処理期間に１２月２９日～１２月３１日、１月１日～１月３日並びに４月及
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び５月の祝祭日は除くものとする。また、申請者に起因する理由により遅延する場合にあ

ってはこの限りでないものとする。

附則 このマニュアルは、平成１１年 ４月１日から実施する。

附則 この改正は、平成１２年４月１日から適用する。

附則 この改正は、平成１６年３月２９日から適用する。

附則 この改正は、平成１７年３月２９日から適用する。

附則 この改正は、平成１７年１０月１日から適用する。

附則 この改正は、平成１８年１月４日から適用する。

附則 この改正は、平成１８年９月１日から適用する。

附則 この改正は、平成２０年３月３１日から適用する。

附則 この改正は、平成２０年１２月５日から適用する。

附則 この改正は、平成２１年４月１日から適用する。ただし、別表１の改正は平成２１

年４月６日から適用する。

附則 この改正は、平成２２年９月２７日から適用する。

附則 この改正は、平成２６年６月１日から適用する。

附則 この改正は、平成２９年４月１日から適用する。

附則 この改正は、平成３０年４月１日から適用する。

附則 この改正は、令和元年７月１日から適用する。

附則 この改正は、令和元年９月１日から適用する。

附則 この改正は、令和２年１１月１０日から適用する。

附則 この改正は、令和３年４月１日から適用する。

附則 この改正は、令和３年８月２日から適用する。

附則 この改正は、令和４年４月１日から適用する。

附則 この改正は、令和８年４月１日から施行する。
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様式１

×整理番号

×検査結果

保 安 検 査 申 請 書 一 般

×受理年月日 年 月 日

×許可番号

名称（事業所の名称を含む。）

事 務 所 （ 本 社 ） 所 在 地

事 業 所 所 在 地

製 造 施 設 完 成 検 査

の 年 月 日

前 回 の 保 安 検 査

の 年 月 日

備 考

年 月 日

代表者 氏名

高圧ガス保安協会 殿

備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ ×印の項は記載しないこと。
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様式２

×整理番号

×検査結果

保 安 検 査 申 請 書 特 定

×受理年月日 年 月 日

×許可番号

名称（事業所の名称を含む。）

事 務 所 （ 本 社 ） 所 在 地

事 業 所 所 在 地

製 造 施 設 完 成 検 査

の 年 月 日

前 回 の 保 安 検 査

の 年 月 日

備 考

年 月 日

代表者 氏名

高圧ガス保安協会 殿

備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ ×印の項は記載しないこと。
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様式３

保 安 検 査 事 前 連 絡 表

事 業 所 名 称

事 業 所 所 在 地

施 設 名 称 処理能力(ｍ３／日)

(プラント名称)

区 分 （ ○ 印 ） 一般則、 コンビ則 一般ＣＥ、 距離短縮型ＣＥ

連 絡担当 者名

及 び 所 属 名 TEL :

検 査 時 の 安 全

対 策担当 者名

及 び 所 属

１．直近の定期自主検査日： （元号） 年 月 日

２．希 望 受 検 年 月 日： （元号） 年 月 日

３．事業所までの案内図

４．前回保安検査からの変更許可状況（当該保安検査施設に係るものに限定）

許可年月日 完成検査

許可番号 年 月 日 変 更 概 要

備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 欄内に記入できない場合は、適宜別紙を添付する。
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様式４

保 安 検 査 結 果 改 善 指 示 書

対 象 事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

検 査 を し た 特 定 施 設 の 名 称

検査時の事業者側の立会者氏名

検 査 年 月 日

検 査 員 氏 名 印

改善指示内容

改 善 期 限 年 月 日

改 善 結 果 の 報 告 期 限 年 月 日

※：改善結果報告の提出の様式は問いません。

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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様式５
保 安 検 査 結 果 記 録（一般則・一般ＣＥ用）（第６条の２第1項本文適用） （１／３）

事 業 所 名 称

事 業 所 所 在 地

検 査 機 関 名 高圧ガス保安協会

検 査 員 氏 名

製 造 施 設 名

検 査 年 月 日

事 業 所 側 立 会 者

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、一般則別表第３に基づく。］

１ 第６条第１項第１号 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持

の境界線及び警戒標 管理状況を目視又はこれに類する方法（以下本様式におい

て「目視等」という。）により検査する。

２ 第６条第１項第２号 貯蔵設備及び処理設備の外面から第１種保安物件及び第２

の第１種設備距離及 種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた

び第２種設備距離 測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、

規定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定

できる場合に限り、目視等による検査に代えることができ

る。

３ 第６条第１項第７号 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するため

の貯槽の周囲の流出 の措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置

を防止するための措 された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた

置 測定又は図面により検査する。

４ 第６条第１項第８号 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備

の防液堤内及び周辺 又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設

の設備設置制限 までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面

により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離

を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合

に限り、目視等による検査に代えることができる。

５ 第６条第１項第10号 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止し

のガス設備の気密な た状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液

構造 の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその

記録により検査する。

６ 第６条第１項第11号 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び

の高圧ガス設備の耐 強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを

圧性能及び同項第13 目視等及び非破壊検査（肉厚測定を含む。）により検査する。

号の高圧ガス設備の ※ 令和3年4月1日迄に、法第5条第1項若しくは第14条第1項の

強度 許可等を受けている製造施設については、検査対象外とす

ることができる。

機-70205-22
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機 -70205-22

（２／３）

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、一般則別表第３に基づく。］

７ 第６条第１項第12号 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は

の高圧ガス設備の気 耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用

密試験 いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録に

より検査する。

※ 令和3年4月1日迄に、法第5条第1項若しくは第14条第1

項の許可等を受けている製造施設については、検査対

象外とすることができる。

８ 第６条第１項第14号 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査

のガス設備に使用さ する。

れている材料

９ 第６条第１項第15号 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、

の高圧ガス設備の基 貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面に

礎 より検査する。

１０ 第６条第１項第16号 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその

の貯槽の沈下状況の 記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられて

測定 いることを記録により検査する。

１１ 第６条第１項第17号 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを

の耐震設計構造物の 目視等及び図面により検査する。

耐震に関する性能

１２ 第６条第１項第18号 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により

の高圧ガス設備の温 検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用い

度計等 た測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温

度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲

内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、

当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

１３ 第６条第１項第19号 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により

の高圧ガス設備の圧 検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用い

力計 た測定又はその記録により検査する。

１４ 第６条第１項第19号 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目

の高圧ガス設備の安 視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を

全装置 行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動

試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録に

より検査する。

１５ 第６条第１項第20号 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部

の高圧ガス設備の安 の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺そ

全弁等の放出管 の他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
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機 -70205-22

（３／３）

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、一般則別表第３に基づく。］

１６ 第６条第１項第22号 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等によ

の液化ガス貯槽の液 り検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用して

面計等 いる場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するため

の措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を

接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況

を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はそ

の記録により検査する。

１７ 第６条第１項第24号 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を

の貯槽の配管に設け 目視等、図面等により検査する。

たバルブ

１８ 第６条第１項第25号 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安

の貯槽の配管に講じ 全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等

た安全に、かつ、速 により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録に

やかに遮断するため より検査する。

の措置

１９ 第６条第１項第27号 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われる

の製造施設に講じた ことのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等

停電等により機能が により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録に

失われることのない より検査する。

措置

２０ 第６条第１項第32号 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の

の貯槽及びその支柱 周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防

の温度の上昇を防止 止するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、

するための措置 当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

２１ 第６条第１項第39号 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況

の酸素の製造施設の を目視等によるほか記録等により検査し、当該防消火設備

防消火設備 の性能を作動試験又はその記録により検査する。

２２ 第６条第１項第40号 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等、図面等に

の通報を速やかに行 より検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。

うための措置

２３ 第６条第１項第41号 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができる

の製造設備のバルブ ような措置の状況を目視等により検査する。

等の操作に係る措置

特記事項
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様式６
保安検査結果記録（一般則・距離短縮型ＣＥ用）（第６条の２第1項ただし書き適用）

（１／４）

事 業 所 名 称

事 業 所 所 在 地

検 査 機 関 名 高圧ガス保安協会

検 査 員 氏 名

製 造 施 設 名

検 査 年 月 日

事 業 所 側 立 会 者

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、一般則別表第３に基づく。］

１ 第６条第１項第１号 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持

の境界線及び警戒標 管理状況を目視又はこれに類する方法（以下本様式におい
て「目視等」という。）により検査する。

２ 第６条第１項第２号
の第１種設備距離及 対象外のため検査せず。
び第２種設備距離

３ 第６条第１項第７号 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するため

の貯槽の周囲の流出 の措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置

を防止するための措 された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた

置 測定又は図面により検査する。

４ 第６条第１項第８号 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備

の防液堤内及び周辺 又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設

の設備設置制限 までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面

により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離

を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合

に限り、目視等による検査に代えることができる。

５ 第６条第１項第10号 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止し

のガス設備の気密な た状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液

構造 の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその

記録により検査する。

６ 第６条第１項第11号 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び

の高圧ガス設備の耐 強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを

圧性能及び同項第13 目視等及び非破壊検査（肉厚測定を含む。）により検査する。

号の高圧ガス設備の ※ 令和3年4月1日迄に、法第5条第1項若しくは第14条第1項の

強度 許可等を受けている製造施設については、検査対象外とす

ることができる。

７ 第６条第１項第12号 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧

の高圧ガス設備の気 性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用

密試験 の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査す
る。
※ 令和3年4月1日迄に、法第5条第1項若しくは第14条第1項の

許可等を受けている製造施設については、検査対象外とす

ることができる。

８ 第６条第１項第14号 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査

のガス設備に使用さ する。

れている材料

機-70205-22



- 13 -

機 -70205-22

（２／４）

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、一般則別表第３に基づく。］

９ 第６条第１項第15号 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、

の高圧ガス設備の基 貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面に

礎 より検査する。

１０ 第６条第１項第16号 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその

の貯槽の沈下状況の 記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられて

測定 いることを記録により検査する。

１１ 第６条第１項第17号 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを
の耐震設計構造物の 目視等及び図面により検査する。
耐震に関する性能

１２ 第６条第１項第18号 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により

の高圧ガス設備の温 検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用い

度計等 た測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温

度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲

内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、

当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

１３ 第６条第１項第19号 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により

の高圧ガス設備の圧 検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用い

力計 た測定又はその記録により検査する。

１４ 第６条第１項第19号 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目

の高圧ガス設備の安 視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を

全装置 行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動

試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録に

より検査する。

１５ 第６条第１項第20号 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部

の高圧ガス設備の安 の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺そ

全弁等の放出管 の他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。

１６ 第６条第１項第22号 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等によ
の液化ガス貯槽の液 り検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用して

面計等 いる場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するため

の措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を

接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況

を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はそ

の記録により検査する。

１７ 第６条第１項第24号

の貯槽の配管に設け

たバルブ

１８ 第６条第１項第25号 対象外のため検査せず。

の貯槽の配管に講じ

た安全に､かつ､速や

かに遮断するための

措置

１９ 第６条第１項第27号 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われる

の製造施設に講じた ことのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等

停電等により機能が により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録に

失われることのない より検査する。

措置
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機 -70205-22

（３／４）

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、一般則別表第３に基づく。］

２０ 第６条第１項第32号 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の

の貯槽及びその支柱 周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防

の温度の上昇を防止 止するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、

するための措置 当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

２１ 第６条第１項第39号 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況

の酸素の製造施設の を目視等によるほか記録等により検査し、当該防消火設備

防消火設備 の性能を作動試験又はその記録により検査する。

２２ 第６条第１項第40号 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等、図面等に

の通報を速やかに行 より検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。

うための措置

２３ 第６条第１項第41号 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができる

の製造設備のバルブ ような措置の状況を目視等により検査する。

等の操作に係る措置

２４ 欠番

２５ 第６条第１項第２号 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺

の敷地境界までの距 その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、

離等 当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視

等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査

に代えることができる。なお、規定の距離を確保すること

ができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を

講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は

図面により検査する。

２６ 第６条の２第２項第 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に

３号の貯槽に設けた 圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状

安全装置等 況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁

等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能

を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又

はその記録により検査する。

２７ 第６条の２第２項第 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するた

４号の蒸発器に講じ めの措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置

た能力が不足したと の機能を作動試験又はその記録により検査する。

きに速やかに遮断す

るための措置

２８ 第６条の２第２項第 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を

５号の貯槽の配管に 目視等、図面等により検査する。

設けたバルブ
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（４／４）

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、一般則別表第３に基づく。］

２９ 第６条の２第２項第 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、

６号の貯槽の配管に かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により

講じた安全に、かつ、 検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検

速やかに遮断するた 査する。

めの措置

３０ 第６条の２第２項第 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置

７号の車両の衝突を 状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。

防止する措置

３１ 第６条の２第２項第 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留し

８号の製造設備の設 ない状況を目視等、図面等により検査する。

置場所

特記事項
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機 -70205-22

様式７

保 安 検 査 結 果 記 録（コンビ則・一般ＣＥ用）（第５条の２第1項本文適用）
（１／４）

事 業 所 名 称

事 業 所 所 在 地

検 査 機 関 名 高圧ガス保安協会

検 査 員 氏 名

製 造 施 設 名

検 査 年 月 日

事 業 所 側 立 会 者

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、コンビ則別表第４に基づく。］

１ 第５条第１項第１号 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持
の境界線及び警戒標 管理状況を目視又はこれに類する方法（以下本様式におい

て「目視等」という。）により検査する。

２ 第５条第１項第５号 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を

のその他のガスの製 巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査す

造施設の保安距離 る。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしてい

ることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視

等による検査に代えることができる。

３ 第５条第１項第６号 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を

の経済産業大臣が定 巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査す

める設備の保安距離 る。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしてい

ることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視

等による検査に代えることができる。

４ 第５条第１項第７号 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安のための宿直施設に

の保安のための宿直 対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面

施設に対する保安距 により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離

離 を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合

に限り、目視等による検査に代えることができる。

５ 第５条第１項第９号 保安区画の区分及び面積を図面及び目視等により検査する。

の保安区画の区分及

び面積

６ 第５条第１項第10号 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃

の保安区画内の高圧 性ガスのガス設備の外面から、隣接保安区画内の高圧ガス

ガス設備の配置 設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又

は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定

の距離を満たしていることが目視等により容易に判定でき

る場合に限り、目視等による検査に代えることができる。

７ 第５条第１項第15号 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止し

のガス設備の気密な た状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液

構造 の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその

記録により検査する。

８ 第５条第１項第16号 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査

のガス設備に使用さ する。

れている材料
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（２／４）

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、コンビ則別表第４に基づく。］

９ 第５条第１項第17号 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能

の高圧ガス設備の耐 及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がな

圧性能及び同項第19 いことを目視等及び非破壊検査（肉厚測定を含む。）により

号の高圧ガス設備の 検査する。

強度 ※ 令和3年4月1日迄に、法第5条第1項若しくは第14条第1

項の許可等を受けている製造施設については、検査対

象外とすることができる。

１０ 第５条第１項第18号 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は

の高圧ガス設備の気 耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用

密試験 いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録に

より検査する。

※ 令和3年4月1日迄に、法第5条第1項若しくは第14条第1

項の許可等を受けている製造施設については、検査対

象外とすることができる。

１１ 第５条第１項第20号 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により

の高圧ガス設備の温 検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用い

度計等 た測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温

度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲

内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、

当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

１２ 第５条第１項第21号 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により

の高圧ガス設備の圧 検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用い

力計 た測定又はその記録により検査する。

１３ 第５条第１項第21号 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目

の高圧ガス設備の安 視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を

全装置 行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動

試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録に

より検査する。

１４ 第５条第１項第22号 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部

の高圧ガス設備の安 の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺そ

全弁等の放出管 の他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。

１５ 第５条第１項第23号 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、

の高圧ガス設備の基 貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面に

礎 より検査する。

１６ 第５条第１項第24号 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを

の耐震設計構造物の 目視等及び図面により検査する。

耐震に関する性能

１７ 第５条第１項第31号 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の

の貯槽及びその支柱 周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防

の温度の上昇を防止 止するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、

するための措置 当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
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（３／４）

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、コンビ則別表第４に基づく。］

１８ 第５条第１項第33号 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等によ

の液化ガス貯槽の液 り検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用して

面計等 いる場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するため

の措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を

接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況

を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はそ

の記録により検査する。

１９ 第５条第１項第35号 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するため

の貯槽の周囲の流出 の措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置

を防止するための措 された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた

置 測定又は図面により検査する。

２０ 第５条第１項第36号 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備

の防液堤内及び周辺 又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設

の設備設置制限 までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面

により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離

を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合

に限り、目視等による検査に代えることができる。

２１ 第５条第１項第43号 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を

の貯槽の配管に設け 目視等、図面等により検査する。

たバルブ

２２ 第５条第１項第44号 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安

の貯槽の配管に講じ 全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等

た安全に、かつ、速 により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録に

やかに遮断するため より検査する。

の措置

２３ 第５条第１項第45号 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができる

の製造設備のバルブ ような措置の状況を目視等により検査する。

等の操作に係る措置

２４ 第５条第１項第50号 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われる

の製造施設に講じた ことのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等

停電等により機能が により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録に

失われることのない より検査する。

措置

２５ 第５条第１項第54号 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況

の酸素の製造施設の を目視等によるほか記録等により検査し、当該防消火設備

防消火設備 の性能を作動試験又はその記録により検査する。

２６ 第５条第１項第62号 酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はス

の保安用不活性ガス チームの保有状況を目視等及び記録により検査する。

等
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（４／４）

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、コンビ則別表第４に基づく。］

２７ 第５条第１項第63号 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等、図面等に

の通報を速やかに行 より検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。

うための措置

２８ 第５条第１項第64号 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその

の貯槽の沈下状況の 記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられて

測定 いることを記録により検査する。

特記事項
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様式８

保 安 検 査 結 果 記 録（コンビ則・距離短縮型ＣＥ用）（第５条の２第１項ただし書き適用）
（１／４）

事 業 所 名 称

事 業 所 所 在 地

検 査 機 関 名 高圧ガス保安協会

検 査 員 氏 名

製 造 施 設 名

検 査 年 月 日

事 業 所 側 立 会 者

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、コンビ則別表第４に基づく。］

１ 第５条第１項第１号 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持

の境界線及び警戒標 管理状況を目視又はこれに類する方法（以下本様式におい
て「目視等」という。）により検査する。

２ 第５条第１項第５号
のその他のガスの製

造施設の保安距離

３ 第５条第１項第６号
の経済産業大臣が認

める距離

４ 第５条第１項第７号 対象外のため検査せず。
の保安のための宿直

施設に対する保安距
離

５ 第５条第１項第９号
の保安区画の区分及
び面積

６ 第５条第１項第10号
の保安区画内の高圧

ガス設備の配置

７ 第５条第１項第15号 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止し

のガス設備の気密な た状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液

構造 の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその

記録により検査する。

８ 第５条第１項第16号 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査

のガス設備に使用さ する。

れている材料

９ 第５条第１項第17号 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能

の高圧ガス設備の耐 及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がな

圧性能及び同項第19 いことを目視等及び非破壊検査（肉厚測定を含む。）により

号の高圧ガス設備の 検査する。

強度 ※ 令和3年4月1日迄に、法第5条第1項若しくは第14条第1

項の許可等を受けている製造施設については、検査対

象外とすることができる。
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（２／４）

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、コンビ則別表第４に基づく。］

１０ 第５条第１項第18号 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は

の高圧ガス設備の 耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用

気密試験 いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録に

より検査する。

※ 令和3年4月1日迄に、法第5条第1項若しくは第14条第1

項の許可等を受けている製造施設については、検査対

象外とすることができる。

１１ 第５条第１項第20号 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視等、図面等により

の高圧ガス設備の温 検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用い

度計等 た測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温

度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲

内に戻すための措置の状況を目視等、図面等により検査し、

当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

１２ 第５条第１項第21号 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視等、図面等により

の高圧ガス設備の圧 検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用い

力計 た測定又はその記録により検査する。

１３ 第５条第１項第21号 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目

の高圧ガス設備の安 視等、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を

全装置 行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動

試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録に

より検査する。

１４ 第５条第１項第22号 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部

の高圧ガス設備の安 の位置及び放出管の設置状況を目視等によるほか、巻尺そ

全弁等の放出管 の他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。

１５ 第５条第１項第23号 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、

の高圧ガス設備の基 貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視等又は図面に

礎 より検査する。

１６ 第５条第１項第24号 耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを

の耐震設計構造物の 目視等及び図面により検査する。

耐震に関する性能

１７ 第５条第１項第31号 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の

の貯槽及びその支柱 周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防

の温度の上昇を防止 止するための措置の状況を目視等、図面等により検査し、

するための措置 当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。

１８ 第５条第１項第33号 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視等によ

の液化ガス貯槽の液 り検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用して

面計等 いる場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するため

の措置の状況を目視等により検査し、かつ、当該液面計を

接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況

を目視等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はそ

の記録により検査する。

１９ 第５条第１項第35号 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するため

の貯槽の周囲の流出 の措置の状況を目視等により検査し、当該措置として設置

を防止するための措 された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた

置 測定又は図面により検査する。
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（３／４）

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、コンビ則別表第４に基づく。］

２０ 第５条第１項第36号 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備

の防液堤内及び周辺 又は施設の種類を目視等により検査し、当該設備又は施設

の設備設置制限 までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面

により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離

を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合

に限り、目視等による検査に代えることができる。

２１ 第５条第１項第43号

の貯槽の配管に設け

たバルブ

２２ 第５条第１項第44号 対象外のため検査せず。

の貯槽の配管に講じ

た安全に､かつ､速や

かに遮断するための

措置

２３ 第５条第１項第45号 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができる

の製造設備のバルブ ような措置の状況を目視等により検査する。

等の操作に係る措置

２４ 第５条第１項第50号 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われる

の製造施設に講じた ことのない措置の状況を目視等によるほか、図面、記録等

停電等により機能が により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録に

失われることのない より検査する。

措置

２５ 第５条第１項第54号 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況

の酸素の製造施設の を目視等によるほか記録等により検査し、当該防消火設備

防消火設備 の性能を作動試験又はその記録により検査する。

２６ 第５条第１項第62号 酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はス

の保安用不活性ガス チームの保有状況を目視等及び記録により検査する。

等

２７ 第５条第１項第63号 通報を速やかに行うための措置の状況を目視等、図面等に

の通報を速やかに行 より検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。

うための措置

２８ 第５条第１項第64号 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその

の貯槽の沈下状況の 記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられて

測定 いることを記録により検査する。

２９ 欠番

３０ 第５条の２第２項第 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺

２号の敷地境界まで その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、

の距離等 当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視

等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査

に代えることができる。なお、規定の距離を確保すること

ができない場合であって、距離の確保と同等以上の措置を

講じているものについては、当該措置の状況を目視等又は

図面により検査する。
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（４／４）

処置後

番号 検 査 項 目 保 安 検 査 方 法 及 び 内 容 適合 適合 不適合

［方法及び内容は、コンビ則別表第４に基づく。］

３１ 第５条の２第２項第 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に

３号の貯槽に設けた 圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状

安全装置等 況を目視等、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁

等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能

を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又

はその記録により検査する。

３２ 第５条の２第２項第 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するた

４号の蒸発器に講じ めの措置の状況を目視等及び図面により検査し、当該措置

た能力が不足したと の機能を作動試験又はその記録により検査する。

きに速やかに遮断す

るための措置

３３ 第５条の２第２項第 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を

５号の貯槽の配管に 目視等、図面等により検査する。

設けたバルブ

３４ 第５条の２第２項第 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、

６号の貯槽の配管に かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視等により

講じた安全に、かつ、 検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検

速やかに遮断するた 査する。

めの措置

３５ 第５条の２第２項第 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置

７号の車両の衝突を 状況及び維持管理状況を目視等、図面等により検査する。

防止する措置

３６ 第５条の２第２項第 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留し

８号の製造設備の設 ない状況を目視等、図面等により検査する。

置場所

特記事項
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様式９

×整理番号

保 安 検 査 結 果 報 告 書 一 般

×受理年月日 年 月 日

検 査 を し た 特 定 施 設

及 び そ の 所 在 地

名称（事業所の名称を含む。）

検 査 の 結 果

保 安 検 査 証 の 検 査 番 号 年 月 日

高圧ガス保安協会 第 号

保 安 検 査 の 年 月 日 年 月 日

検 査 員 氏 名

備 考

年 月 日

高圧ガス保安協会 印

都道府県知事等 殿

備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ ×印の項は記載しないこと。
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様式１０

×整理番号

保 安 検 査 結 果 報 告 書 特 定

×受理年月日 年 月 日

検 査 を し た 特 定 施 設

及 び そ の 所 在 地

名称（事業所の名称を含む。）

検 査 の 結 果

保 安 検 査 証 の 検 査 番 号 年 月 日

高圧ガス保安協会 第 号

保 安 検 査 の 年 月 日 年 月 日

検 査 員 氏 名

備 考

年 月 日

高圧ガス保安協会 印

都道府県知事等 殿

備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ ×印の項は記載しないこと。
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様式１１

保 安 検 査 証 一 般

名 称 （ 事 業 所 の 名 称 を 含 む 。 ）

検 査 し た 特 定 施 設 及 び

そ の 所 在 地

保 安 検 査 の 年 月 日

検 査 職 員 又 は 検 査 員 氏 名

検 査 番 号 年 月 日

高圧ガス保安協会 第 号

備 考

高圧ガス保安協会 印

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ５とすること。
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様式１２

保 安 検 査 証 特 定

名 称 （ 事 業 所 の 名 称 を 含 む 。 ）

検 査 し た 特 定 施 設 及 び

そ の 所 在 地

保 安 検 査 の 年 月 日

検 査 職 員 又 は 検 査 員 氏 名

検 査 番 号 年 月 日

高圧ガス保安協会 第 号

備 考

高圧ガス保安協会 印

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ５とすること。
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様式１３

×整理番号

保 安 検 査 証 再 交 付 一 般

又は ×受理年月日 年 月 日

申 請 書 特 定

×再交付番号

事 業 所 の 名 称

事 業 所 の 所 在 地

保 安 検 査 証 の

交 付 番 号

保 安 検 査 を 受 け た 日 年 月 日

保 安 検 査 を 受 け た

特 定 施 設 名

理 由

年 月 日

代表者 氏名

高圧ガス保安協会 殿

備考１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ ×印の項は記載しないこと。
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別表1

事 務 所 一 覧 表

事務所 担当地域

北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、

機器検査事業部門 福島県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、

群馬県、栃木県、山梨県、長野県、新潟県及び静岡県

中部支部 愛知県、三重県、岐阜県、石川県及び富山県

近畿支部 大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、和歌山県、奈良県、

福井県、香川県、愛媛県、徳島県及び高知県

中国支部 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、福岡県、

佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

及び沖縄県

※ 原則、別表２に示す検査事務所が実施している都県は除く。

※ 各事務所の所在地、連絡先及び振込口座は、当協会のホームページを参照のこと。



- 30 -

機 -70205-22

別表２

ＣＥ検査事務所一覧表

ＣＥ検査事務所

青森県ＣＥ検査事務所

秋田県ＣＥ検査事務所

岩手県ＣＥ検査事務所

東京都ＣＥ検査事務所

神奈川県ＣＥ検査事務所

千葉県ＣＥ検査事務所

栃木県ＣＥ検査事務所

新潟県ＣＥ検査事務所

長野県ＣＥ検査事務所

滋賀県ＣＥ検査事務所

和歌山県ＣＥ検査事務所

大分県ＣＥ検査事務所

佐賀県ＣＥ検査事務所

長崎県ＣＥ検査事務所

※ 各事務所の所在地及び連絡先は、当協会のホームページを参照のこと。


